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10 2021（令和3年）

国　税／�9月分源泉所得税の納付 10月11日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）11月1日

国　税／�2月決算法人の中間申告 11月1日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）11月1日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分） 11月1日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

（7月〜12月生まれ）11月1日

労　務／�労働保険料第2期分の納付 11月1日

（労働保険事務組合委託の場合は11月15日）

　これまでふるさと納税を行い確定申告で寄
附金控除を受ける際は、寄附ごとに自治体の
「寄附金の受領書」が必要でした。令和3年分
確定申告からは手続きが簡素化され、国税庁
から指定を受けたふるさと納税サイトを運営
する特定事業者が発行する「寄附金控除に関
する証明書」の添付で済むようになります。

ワンポイント ふるさと納税の申告手続き簡素化

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER
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10 月号─2

贈
与
に
つ
い
て
は
、
個
人
間
や
法

人
間
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
と
法
人

の
間
で
も
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

分
類
す
る
と
、①
個
人
か
ら
個
人
、

②
個
人
か
ら
法
人
、
③
法
人
か
ら
個

人
、
④
法
人
か
ら
法
人
、
の
四
つ
に

区
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
個
人
間
で
の
贈
与
は
贈

与
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
他

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
課
税
の
取
扱
い
が

異
な
り
少
し
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に

整
理
し
て
み
ま
す
。

１

個
人
か
ら
個
人

個
人
か
ら
個
人
へ
の
贈
与
で
は
、

財
産
の
贈
与
者
に
は
税
金
が
か
か
ら

ず
、
財
産
の
受
贈
者
に
原
則
と
し
て

贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

⑴

課
税
方
法

課
税
方
法
に
は
、「
暦
年
課
税
」

の
ほ
か
、
親
子
間
な
ど
の
贈
与
で
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
「
相

続
時
精
算
課
税
」
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

暦
年
課
税
は
、
一
暦
年
ご
と
に

一
一
〇
万
円
ま
で
は
基
礎
控
除
と
し

て
贈
与
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

父
母
や
祖
父
母
な
ど
の
直
系
尊
属
か

ら
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
に
お
い
て

二
〇
歳
以
上
の
子
・
孫
な
ど
へ
の
贈

与
に
は
特
例
税
率
が
あ
り
ま
す
（
図

表
１
参
照
）。

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
贈
与

を
受
け
た
と
き
に
、
累
積
で
二
、

五
〇
〇
万
円
ま
で
の
特
別
控
除
額
及

び
一
定
の
税
率
（
二
〇
％
）
で
贈
与

税
を
計
算
し
、
贈
与
者
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
相
続
税
で
精
算
す
る
も
の

で
す
。

⑵

主
な
特
例
制
度

①

配
偶
者
か
ら
の
贈
与
の
特
例
制

度婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以
上
の
夫
婦

の
間
で
、
居
住
用
不
動
産
又
は
居
住

用
不
動
産
を
取
得
す
る
た
め
の
金
銭

の
贈
与
が
行
わ
れ
た
場
合
、
一
定
の

要
件
の
下
で
基
礎
控
除
の
ほ
か
に
最

高
二
、〇
〇
〇
万
円
ま
で
の
控
除（
配

偶
者
控
除
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。

②

住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
制

度直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
の
た

め
の
金
銭
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
受
贈
者
が
贈
与
を
受
け
た

年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
二
〇
歳
以

上
で
あ
る
こ
と
等
の
一
定
の
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
一
定
額
ま
で
贈

与
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

③

教
育
、
結
婚
・
子
育
て
資
金
一

括
贈
与
非
課
税
制
度

直
系
尊
属
か
ら
一
定
年
齢
の
子
や

孫
が
、
金
融
機
関
と
の
契
約
に
基
づ

き
、
教
育
資
金
な
ど
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
は
、
教
育
資
金
は
一
、

五
〇
〇
万
円
、
結
婚
・
子
育
て
資
金

は
一
、〇
〇
〇
万
円
ま
で
（
結
婚
資

金
は
三
〇
〇
万
円
が
限
度
）
贈
与
税

が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

２

個
人
か
ら
法
人

⑴

法
人
へ
の
贈
与

法
人
は
、
時
価
で
財
産
の
贈
与
を

受
け
た
と
し
て
、
そ
の
受
贈
益
は
法

人
税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
期
末
資
本
金
一
億

円
以
下
の
法
人
の
場
合
、
年

八
〇
〇
万
円
ま
で
の
所
得
金
額
に
は

一
五
％
、
超
過
分
は
二
三
・
二
％
の

法
人
税
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
地

方
法
人
税
が
基
準
法
人
税
額
に
対
し

一
〇
・
三
％
か
か
り
ま
す
（
事
業
税
、

住
民
税
省
略
）。

土
地
を
例
に
仕
訳
を
す
る
と
、
次

頁
の
仕
訳
1
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
個
人
も
「
み
な
し
譲
渡
所

得
課
税
」が
適
用
さ
れ
ま
す
。

贈与における個人と　
法人の課税上の取扱い

（贈与形式による課税関係）

図表 1　贈与税の速算表（相続時精算課税制度を適用しない場合）

基礎控除後の
課税価格　　

一般 特例税率
税率 控除額 税率 控除額

200万円以下 10% 0円 10% 0円
300 万円以下 15% 10万円

15% 10万円
400 万円以下 20% 25万円
600 万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000 万円以下 40% 125 万円 30% 90万円
1,500 万円以下 45% 175 万円 40% 190 万円
3,000 万円以下 50% 250 万円 45% 265 万円
4,500 万円以下

55% 400 万円
50% 415 万円

4,500 万円　超 55% 640 万円



3─10月号

具
体
的
に
は
、
財
産
を
時
価
で
譲

渡
（
売
却
）
し
収
入
が
あ
っ
た
と
み

な
し
、
そ
の
財
産
の
時
価
か
ら
取
得

費
等
を
差
し
引
い
た
差
額
に
対
し
て

所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
購
入
時
よ
り
も
値
上
が
り
し
て

い
る
土
地
の
よ
う
に
含
み
益
が
あ
る

財
産
を
法
人
に
贈
与
す
る
と
、
個
人

に
も
税
金
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
現
金
で
贈
与
す
る
場
合

は
、
含
み
益
が
な
い
の
で
み
な
し
譲

渡
所
得
課
税
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

不
動
産
を
個
人
が
譲
渡
し
た
場

合
、
他
の
所
得
と
は
区
分
し
た
申
告

分
離
課
税
と
な
り
ま
す
。

税
率
は
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た

年
の
一
月
一
日
現
在
で
、
所
有
期
間

が
五
年
を
超
え
る「
長
期
譲
渡
所
得
」

が
所
得
税
一
五
％
（
住
民
税
五
％
）、

五
年
以
下
の
「
短
期
譲
渡
所
得
」
が

所
得
税
三
〇
%
（
住
民
税
九
％
）
で

す
（
別
途
復
興
特
別
所
得
税
が
か
か

り
ま
す
）。

⑵

同
族
会
社
へ
の
贈
与

同
族
会
社
に
贈
与
し
た
場
合
、
同

族
会
社
の
株
式
等
の
価
額
が
増
加
し

た
部
分
に
相
当
す
る
金
額
を
株
主
は

贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
も
の
と

み
な
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
財
産
を
譲
渡
し
た
個

人
と
も
ら
っ
た
同
族
会
社
双
方
に
税

金
が
か
か
る
だ
け
で
な
く
、
同
族
会

社
の
株
主
に
も
贈
与
税
が
か
か
り
ま

す
。

３

法
人
か
ら
個
人

法
人
は
税
務
上
、
経
済
的
合
理
性

で
行
動
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

財
産
を
時
価
で
譲
渡
し
た
と
し
て
法

人
税
が
か
か
り
ま
す
。

仕
訳
で
示
す
と
、
仕
訳
2
の
と
お

り
で
す
。

貸
方
（
右
側
）
は
、
時
価
と
取
得

価
額
と
の
差
額
が
売
却
益
と
な
り
ま

す
。
借
方
（
左
側
）
は
、
法
人
と
個

人
の
間
に
従
業
員
や
役
員
等
の
雇
用

関
係
が
あ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

・
従
業
員
の
場
合
→
賞
与

・
役
員
等
の
場
合
→
役
員
賞
与

・
雇
用
関
係
が
な
い
場
合
→
寄
附
金

贈
与
税
は
、
個
人
か
ら
財
産
を
も

ら
っ
た
時
に
か
か
る
税
金
で
す
。
会

社
な
ど
法
人
か
ら
財
産
を
も
ら
っ
た

時
は
個
人
に
は
贈
与
税
が
か
か
り
ま

せ
ん
が
、
所
得
税
が
か
か
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
、
法
人
と
個
人
間
に
雇

用
関
係
が
あ
れ
ば
「
給
与
所
得
」
と

し
て
、
雇
用
関
係
が
な
け
れ
ば
「
一

時
所
得
」と
し
て
処
理
し
ま
す
。

一
時
所
得
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
右
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
、
そ
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
が
総
所

得
金
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

４

法
人
か
ら
法
人

財
産
を
贈
与
し
た
法
人
は
、
前
記

3
と
同
様
に
財
産
を
時
価
で
譲
渡
し

た
と
し
て
法
人
税
が
か
か
り
ま
す
。

一
方
、財
産
を
受
贈
し
た
法
人
は
、

財
産
を
時
価
で
も
ら
っ
た
こ
と
に
な

り
、
受
贈
益
に
法
人
税
が
か
か
り
ま

す
。

図表 2　贈与形式による課税関係

贈与形式
課税関係

贈与者 受贈者

①個人から個人 課税なし 贈与税がかかる
（基礎控除・特例あり）

②個人から法人 みなし譲渡所得課税
（時価で譲渡とみなす）

法人税がかかる
（資産計上・受贈益）

③法人から個人 法人税がかかる 所得税がかかる
（給与又は一時所得）

④法人から法人 法人税がかかる 法人税がかかる
（資産計上・受贈益）

（仕訳1）
（（借方）×××／（ 貸方）×××
（土　地）×××／（受贈益）×××

（仕訳2）
（ 借方）×××／（ 貸方
（寄附金）×××／（土　地）×××

／（売却益）×××

一時所得の計算方法

一時所得の金額
　＝総収入金額－その収入を得るた

めに支出した金額（※）－特別
控除額（最高 50万円）

※　その収入を生じた行為をするた
め、又は、その収入を生じた原因
の発生に伴い、直接要した金額に
限ります。



10 月号─4

　社会経済の実態等を踏まえ、電話加入権
の評価について通達改正がされました。
　改正前は、①取引相場のある電話加入権
については、課税時期における通常の取引
価額に相当する金額、②①以外は、売買実
例価額等を基として、電話取扱局ごとに国
税局長の定める標準価額（全国一律1,500
円）により評価することとされていました。
　また、特殊番号（100番のような呼称し
やすい番号や42番のような誰もが嫌がる
番号）については、上記①、②により評価
した価額を基とし、売買実例価額、精通者
意見価格等を参酌して、適宜増減した価額
によって評価することとされていました。
　令和3年1月1日以後に相続等により取
得した電話加入権については、売買実例価
額、精通者意見価格等を参酌して評価する
こととし、特殊番号の評価については削除
されました。また、電話加入権を一括評価
する家庭用動産等に含めて申告することも
差し支えないとされています。

電話加入権の評価の改正

当
社
は
米
国
人
の
役
員
に

対
し
て
毎
月
一
万
米
ド
ル
の

給
与
を
米
ド
ル
建
て
で
支
給
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
為

替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
り
、
円
換
算

し
た
毎
月
の
支
給
額
は
同
額
と
な
り

ま
せ
ん
が
、
定
期
同
額
給
与
と
し
て

損
金
算
入
で
き
ま
す
か
。

役
員
に
対
し
て
支
給
す
る

定
期
給
与
（
そ
の
支
給
時
期

が
一
か
月
以
下
の
一
定
期
間
ご
と
で

あ
る
も
の
）
で
各
支
給
時
期
に
お
け

る
支
給
額
が
同
額
で
あ
る
こ
と
が
、

定
期
同
額
給
与
に
該
当
す
る
た
め
に

は
必
要
で
す
が
、
こ
こ
で
い
う
同
額

と
は
、
支
給
額
を
円
換
算
し
た
金
額

が
同
額
で
あ
る
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
ご
質
問
の
場
合
は
、
毎

月
の
給
与
を
米
ド
ル
建
て
で
支
給
す

る
こ
と
と
し
、
毎
月
、
そ
の
と
お
り

に
給
与
を
支
給
し
て
い
ま
す
の
で
、

定
期
同
額
給
与
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

外
貨
で
支
払
う
役
員
報
酬

　財テクで行う株式の売買に伴う課税仕入
れに係る支払対価としては、委託売買手数
料、投資顧問料、保護預り料等があります。
消費税の計算において、個別対応方式によ
り仕入税額控除額を計算する場合、これら
の支出は非課税売上げにのみ要する課税仕
入れの支払対価として取り扱われ、仕入税
額控除の対象とはなりません。
　各支出の取扱いは、次のとおりです。
１　委託売買手数料
　株式を売却する際の委託売買手数料は、
株式の譲渡のための費用ですから、非課税
売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価
に該当します。
　一方、購入した株式については、それを
売却するまでの間に配当金を収受すること
もありますが、株式を購入する際の委託売
買手数料は、配当金を得るための支払対価

というよりも、後日における売却のための
取得に要する支払対価と認められます。し
たがって、非課税売上げにのみ要する課税
仕入れに係る支払対価に該当することにな
ります。
２　投資顧問料
　株式の売買に当たって、投資顧問業者か
ら売買に関して、専門的な助言を得る場合
も少なくありません。このような助言に対
して支払う投資顧問料も、委託売買手数料
と同様に非課税売上げにのみ要する課税仕
入れの支払対価となります。
３　保護預り料
　株式の保護預り料は、後日の売却のため
の支出ですから、非課税売上げにのみ要す
る課税仕入れの支払対価となります。
４　国外株式売却に係る国内取次手数料等
　国外に所在する株式を売却した場合に発
生する国内取次手数料などの課税仕入れに
ついては、課税売上げにのみ要する課税仕
入れの支払対価として取り扱われます。

財テク株式の売買に伴う
課税仕入れ
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